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 第１ 基本的考え方 

 

 

男女共同参画社会の推進に関して、県では、平成 14 年 4 月に施行した「福島県男女平

等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関

する条例」を踏まえ、県が自ら男女共同参画社会の推進に率先して取り組んでいくため、

平成 16 年 8 月に全国に先駆けて、「福島県職員男女共同参画推進行動計画」（以下「本計

画」という。）を策定し、その後、平成 21 年度、平成 26 年度の 2 度にわたり改定を行い、

継続的な取組を推進してきました。 

また、平成 27 年 8 月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下

「女性活躍推進法」という。）」が成立したことを踏まえ、女性職員の活躍や全ての職員

の仕事と生活の調和の推進に資する施策についても一体的に取り組んでいくため、平成

28 年 3 月に本計画の改定を行い、本計画を次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」

という。）及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画と位置付け、その取組を積極

的に推し進めてきたところです。 

近年、日本においては、急速な少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少といった構造

的課題に直面しており、このような社会情勢の中で、労働力人口の確保や政策の持続的

実施の観点から、多様な人材が、それぞれの意欲と能力を最大限に発揮することができ

る職場環境の整備が一層重要となっています。 

また、平成 31 年 4 月の働き方改革関連法の施行や、令和 2 年の新型コロナウイルス感

染症の流行を契機として、労働環境や働き方に大きな変化が生じる中、本県においても、

これまでに在宅勤務や時差出勤、フレックスタイム制度などの導入・活用を進め、働き

方改革に取り組んできました。今後は、こうした取組の成果や課題を踏まえ、公務を取

り巻く環境の変化にも対応しながら、より一層「働きやすい職場環境づくり」を推進し

ていく必要があります。 

このような中、県においては、引き続き政策立案や意思形成過程へ男女双方の意見を

取り入れるべく、女性の参画をさらに進めるとともに、職員全員が「働き方改革」等に

よる仕事と生活の双方の充実を図り、その個性と能力を十分に発揮することで、これま

で以上に県の復興・創生に向けた取組を充実・強化していくことができるよう、本計画

を改定し、その具体的な取組方針に基づき、取り組んでいきます。 

 

 

 

  本計画の対象は、県の全ての機関とします。 

  なお、これまでの計画同様、教育委員会及び警察本部においては、教員や警察官など

個別に検討を要する分野があることから、本計画の趣旨を踏まえ、独自の取組について

も積極的に推進します。 

Ⅰ 計画の趣旨 

Ⅱ 計画の対象となる範囲  
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 第１ 基本的考え方 

 

 

  

 １  多様性を尊重する組織文化の醸成 

      男女共同参画をはじめとする多様性の尊重が、行政サービスの質の向上や組織力の

強化につながるものであることを職員一人一人が理解し、組織全体でこれを実践して

いく風土づくりを進めます。 

特に、超過勤務の縮減や男性職員の家庭生活への積極的な参画を進めるため、知事

による「イクボス宣言*」を踏まえ、引き続き、管理職層や職員一人一人の意識改革と

行動変容に取り組みます。 

 

  ２  復興・創生を担う人材の育成と活躍推進 

   本県の復興・創生を着実に進めていくためには、多様化・複雑化する行政課題に的

確に対応できる人材の育成と、その活躍を支える体制づくりが不可欠です。 

そのため、男女共同参画の視点を踏まえた施策を実現する観点から、女性職員の登

用を推進するとともに、年齢、性別、職種等にかかわらず、全ての職員が意欲や能力

に応じて成長し、活躍できる機会の確保に取り組みます。 

 

 ３  職場環境の整備と働き方改革の推進 

   これまで進めてきた働き方改革の取組を基礎として、子育てや介護の有無にかかわ

らず、全ての職員が安心して働き続けることができる職場環境の整備を進めます。 

引き続き、超過勤務の縮減及び業務や執務環境の見直しを進めるとともに、在宅勤

務や時差出勤、フレックスタイム制度など柔軟な働き方を効果的に活用し、職員一人

一人の状況に応じた仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を目指し

ます。 

 

 ４  地域と連携した子育て支援・共生社会の推進 

    地域全体で子育てを支える社会の実現に向け、職員が地域の文化活動やスポーツ等

を通じた交流に主体的に参画できる環境づくりを進めます。 

また、県庁舎等においては、子ども連れの方をはじめとし、高齢者や障がいのある

方など、誰もが安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた

「子育てバリアフリー」の取組を推進し、共生社会の実現に取り組みます。 

 

 ５  推進体制の整備 

   本計画の実効性を担保するため、全庁的な推進体制を整備します。 

 

 

* 「イクボス」… 職場でともに働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと

人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司を指す。 

* 「イクボス宣言」…職員がワーク・ライフ・バランスを保ちながら安心して子育てができるような環境づくり

を進めることを公に宣言すること 

Ⅲ 計画の方向性 
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    本計画の期間は、令和８年度から 12 年度までの５年間としますが、情勢の変化や取組

の効果、評価を踏まえ、柔軟に見直しを行います。 

    なお、後述する具体的取組の中で、令和７年度以前から継続して取り組んでいるもの

については継続実施とし、令和８年度以降直ちに対応可能なものについては速やかに実

行します。 

    また、中長期的な課題については、本計画期間終了後も引き続き取り組みます。 

 

 

 

    平成 16 年 3 月に設置された「福島県職員男女共同参画推進会議」（以下「推進会議」

という。）において、引き続き本計画全体の進行管理を行います。 

    具体的には、 

    ○ 各所属に「男女共同参画推進員」（以下「推進員」という。）を配置し、この推進

員を中心として各所属における本計画の取組を実行していきます。 

    ○ これまで同様、各部局の政策監等を各部局における本計画推進の責任者と位置付

け、各所属の取組を総括し、部局全体の進行管理を行います。 

    ○ 推進会議において各部局長から取組状況報告を受け、現状分析、課題整理、実施

と次の行動へつなげていく PDCA サイクルを構築します。また、本計画の進捗状況

等について必要に応じて外部有識者からの意見聴取も実施します。 

 

     

 

１ 次世代法に基づく特定事業主行動計画 

    平成 15 年 7 月に平成 17 年 4 月から平成 27 年 3 月までの 10 年間を期限とする「次世

代法」が成立し、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育成される

環境を社会全体で整えていくため、国・地方公共団体・企業などが行動計画を策定し、

10 年間で集中的・計画的に取組を推進していくこととされました。 

また、次世代法の有効期限については、平成 26 年 4 月の法改正で令和 7 年 3 月 31

日まで、令和 7 年 4 月の法改正で令和 17 年 3 月 31 日まで延長され、引き続き、地方

公共団体等については特定事業主行動計画の策定が義務づけられたところです。 

これまで県では、次世代の育成支援は率先して取り組むべきものであり、また、次

世代法と本計画とは多くの分野において同様の趣旨を含んでいることから、本計画を

次世代法における福島県の特定事業主行動計画として位置付けてきました。 

引き続き、本計画を次世代法第 19 条に基づく特定事業主行動計画として位置付け、

本計画により次世代育成支援を推進していくものとします。 

 

Ⅳ 計画期間 

Ⅴ 進行管理 

Ⅵ 特定事業主行動計画として 
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２ 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画 

平成 27 年 8 月には、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会の

実現を目的として、令和 8 年 3 月までの 10 年間を期限とする「女性活躍推進法」が成立

し、令和 8 年 4 月には有効期限が令和 18 年 3 月 31 日まで延長されます。 

その中で、次世代法と同様に国・地方公共団体・一定規模以上の企業などの事業主に

対し行動計画の策定が義務付けられています。 

女性活躍推進法は男女共同参画社会をより一層推進していく、という面を有している

ことから、県としては本計画を女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画としても位

置付けてきました。 

引き続き、本計画を女性活躍推進法第 19 条に基づく特定事業主行動計画として位置付

け、女性活躍推進及び男女共同参画社会の実現に向けた取組を一体的に進めていきます。 

 

３ 計画の策定主体 

 次世代法及び女性活躍推進法では、事業主行動計画は各特定事業主（任命権者）とし

て策定することとなっており、本計画は、引き続き以下の特定事業主が両法律に基づき

策定する行動計画として位置付けます。 

○ 福島県知事 

○ 福島県議会議長 

○ 福島県選挙管理委員会 

○ 福島県代表監査委員 

○ 福島県人事委員会 

○ 福島県病院事業管理者 

○ 福島海区漁業調整委員会 

 

４ 本計画の位置付けの整理 

  上記１～３を踏まえ、本計画の位置付けを整理すると、以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県職員男女共同参画推進行動計画 

① 本県（職員向け）の男女共同参画推進にあたっての基本計画 
 ⇒ 全ての任命権者を含む福島県としての計画 

② 次世代法に基づく行動計画 
 ⇒ 対象職員としては教育委員会、警察本部職員を除く 
   （教育委員会、警察本部長以外の任命権者としての計画） 

③ 女性活躍推進法に基づく行動計画 
 ⇒ 対象職員としては教育委員会、警察本部職員を除く 
   （教育委員会、警察本部長以外の任命権者としての計画） 
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 第２ 現状と課題 

 

 

 

  「第１ 基本的考え方」で示したとおり、県では平成 16 年度に本計画を策定して以来、

主に以下の観点で男女共同参画の推進に向けた取組を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、平成 27 年度の女性活躍推進法の成立を踏まえ、下記を本県における男女共同参

画及び女性活躍推進上の共通の課題と捉え、課題解決に向けた一体的な取組を行ってき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの取組を継続的に実施してきた結果、「②管理職層に占める女性職員の割合」や

「③男性職員の育児休業取得率」、「④男性職員の育児休業取得者のうち取得期間が 1 か

月以上の者の割合」、「⑥男性職員の育児参加のための休暇取得率」、「⑦年次有給休暇の

取得日数」については数値目標を達成し、また「⑤男性職員の配偶者出産休暇取得率」

についても目標値まであと一歩となっており、これまでの男女共同参画及び女性活躍推

進に関する取組が着実に実を結んできていると考えられます。 

一方で、一部の指標については改善が進んでいないものがあることから、引き続き職

員の声に耳を傾けながら男女共同参画の取組を積極的に推し進めていくことが必要です。 

Ⅰ これまでの取組の成果 

職員の意識改革 

知事による「イクボス宣言」を 

はじめとした管理職員の意識改革 
ex 

人 材 育 成 職場環境の整備 

中長期的なキャリアデザインを 

描く意識付けを行うための研修 

イクボス面談*を通じた、 

男性職員の家庭参画の推進 
ex ex 

男女共同参画及び女性活躍推進上の課題 

採   用 

働 き 方 

継続就労・両立 

人材育成・登用 

・・・女性職員の採用が少ない（女性職員数が少ない） 

・・・長時間労働、休暇が取得しづらい 

・・・家庭生活において男性の関与が少ない 

・・・女性管理職が少ない 

* 「イクボス面談」… 育児や介護などの家庭生活に関わる必要のある職員に対し、 

家庭生活との両立を支援するため、各所属の管理職員が「イクボス」として面談を実施。 
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 ① 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合 

 

 ② 管理職層に占める女性職員の割合（各年４月１日） 

 ⑤ 男性職員の配偶者出産休暇取得率 

 ③ 男性職員の育児休業取得率 

 ⑥ 男性職員の育児参加のための休暇取得率 

 ⑦ 年次有給休暇の取得日数 

 
④ 男性職員の育児休業取得者のうち 

取得期間が合計 1 か月以上の者の割合 

注）１ 全ての項目において教育委員会及び警察本部の 

職員を除く（※ これ以下に示す指標も同様） 

２ ②～⑦において医療機関に勤務する医療職を除く 

３ ③において、対象年度以前に子どもが生まれたも 

のの、当該年度には取得せず、対象年度に取得した 

職員も含まれるため、取得率が１００％を超える場 

合がある。 

  ４ ⑥において H26 までは任期付職員を含まない 

  ５ 目標値は R7 までの達成目標値 

目標値 

５０％ 未達成 
目標値 

１５％ 達 成 

目標値 

１００％ 達 成 

目標値 

５０％ 達 成 

目標値 

１００％ 未達成 
目標値 

１００％ 達 成 

目標値 

１２日 達 成 

※R5 年度からは１週間以上の取得率 
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 第２ 現状と課題 

 

 

 １ 現状の把握と課題分析の必要性 

   特定事業主行動計画の改定に当たっては、次世代法第 19 条並びに女性活躍推進法第

19 条に基づき、特定事業主自らの事務及び事業における職業生活と家庭生活の両立に

関する状況や女性の職業生活における活躍に関する状況を把握するとともに、課題分

析を行うことが必要です。 

   状況把握・課題分析にあたっては、各特定事業主の人事管理は極めて密接に連携し

ていることから、各特定事業主を一体として行うこととし、「Ⅰ これまでの取組と成

果」に記載した男女共同参画及び女性活躍推進上の共通の課題に沿って、以下２（１）

～（４）の 4 つの視点から状況把握・課題分析を行うとともに、２（５）には令和６

年度に実施した「職場満足度調査」の結果から見える課題について記載しました。 

 

 ２ 現状と課題 

（１） 「採用」に関する状況把握と課題分析 

・ 採用試験の受験者や採用された職員について、男女間に大きな偏りは見られ

ませんが、引き続き、女性の受験者を増やし、職員に占める女性の割合を高め

る取組が重要です。 

・ また、職員に占める女性の割合について、令和７年度には初めて３割を超え

るなど、着実に増加傾向にありますが、過去において女性の採用者が少なかっ

たこともあり、男女間に多少の偏りが見られる状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 現状把握と課題分析 

 採用された職員に占める女性の割合 

女性 
37.7％ 

男性 
62.3％ 

※一般職員（会計年度任用職員を除く） 

令和７年度 

 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合 

女性 
35.0％ 

男性 
65.0％ 

令和６年度 

 中途採用者に占める女性の割合 

女性 
25.0％ 

男性 
75.0％ 

令和７年度 

 職員に占める女性の割合（各年４月１日時点） 

※一般職員（会計年度任用職員を除く） 
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（２） 「継続就労・両立」に関する状況把握と課題分析 

・ 男女別の継続勤務年数には差がある状況ですが、主な要因としては継続勤務年

数が長い年代において女性の採用者数が少なかったことによるものです。 

・ 男性職員の育児休業取得率は、取得促進のための様々な施策により、前回計画

改定時から大きく伸長し、取得期間についても１ヶ月以上の取得者の割合が半数

を超えています。 

・また、男性職員の配偶者出産休暇や育児参加のための休暇についても、ほぼ全て

の職員が取得しており、取得期間も合計 5 日以上の職員が過半数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 女性職員の割合は徐々に増加していますが、引き続き採用の前段階にあた

る受験者の確保に努めていくことが重要です。 

 

■ 県ではこれまで、採用説明会において女性職員の働き方やキャリアパスを

紹介するなど、女性の受験意欲の向上に取り組んできましたが、引き続き、

女性も働きやすい職場であることを PR するなど、広報活動の充実を図りなが

ら、受験者の確保に取り組んでいく必要があります。 

 育児休業取得率（R６年度） 

 男 性 

 女 性 

１０５.０％ 

１００.０％ 

※１週間以上の取得率 

（年） 

 男女別の平均継続勤務年数（R7.4.1） 

女性 

１４.６ 

男性 

１７.５ 

 男女の給与の差異（R６年度） 

99.2% 
90.5% 

任期の定めのない 

常勤職員 

任期の定めのない 

常勤職員以外 

 育児休業取得期間の分布（R６年度） 

６ヶ月以上 

１年未満 
 
44.7% 

１年以上 
 
55.3% 

７日未満 
0.9％ ７日～１４日未満 

10.4% 

１４日～１ヶ月未満  

30.2% 

１ヶ月～３ヶ月未満 

30.2% 

３ヶ月～６ヶ月未満 

  15.1% 

６ヶ月以上 

13.2% 

男 性 女 性 

※男女の給与の差異：男性の給与に対する女性の給与の割合 
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（３） 「働き方」に関する状況把握と課題分析 

・ 平成 23 年の東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故以降、職員の超過勤

務時間は高い水準で推移していましたが、直近では超過勤務縮減アクションプ

ログラムによる取組等により、令和５年度より減少に転じています。 

・ 年次有給休暇の取得日数についても、これまでの取組により増加傾向にあり

ます。 

・また、職員が安心して働ける職場環境を提供するため、セクシュアルハラスメ

ント等に関する相談窓口の設置やコンプライアンス遵守に関する啓発に取り組

んでいます。 

 

 

 

■ 性別にかかわらず、男女ともに子育ての当事者であることを一人一人が意識

し、家庭生活での役割を担うことができるような職場環境を整えていくことが

必要です。 

 

■ 男性職員が育児休業を取得することが「当たり前」となる中、引き続き、子

育てに関する休暇等取得の計画書等を活用しながら、子育てをはじめとした家

庭生活に積極的に参加できる環境づくりを進めていきます。 

 

■ 職員のニーズにあった休暇・休業制度の検討や、業務に見合った人員の配置

などに努め、全ての職員が家庭生活と仕事を両立しながらキャリア形成を重ね

ていくことができる環境整備に引き続き取り組んでいきます。 

 
男性職員の配偶者出産休暇及び 
育児参加のための休暇取得率（R６年度） 

 
配偶者出産休暇 
（３日以内） 

 
育児参加の 
ための休暇 
（５日以内） 

９９.０％ 

１００.０％ 

 
男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇 

合計取得日数の分布（R６年度） 

５日未満 
 
41.5% ５日以上 

 
58.5% 
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（４） 「人材育成・登用」に関する状況把握と課題分析 

・ 管理職登用の前段階にある職層の女性職員に対し、幅広い職務経験の付与や

研修機会の確保など、管理職登用に向けた人材育成を進めてきたことにより、

各役職段階にある女性職員の割合はそれぞれにおいて伸長しており、管理職層

においても少しずつではありますが、着実に増加しています。 

 

 

■ 業務の見直し等による超過勤務の縮減や、どの職場においても必要な時に休

暇を取得できる環境づくりに取り組むとともに、家庭生活との両立が図れるよ

う多様な働き方への対応を進めていきます。 

 

■ 職員が安心して働ける職場環境を提供できるよう、引き続き、必要なセクシ

ュアルハラスメント対策等を講じていきます。 

 職員一人あたりの超過勤務時間（月平均） 

（時間） 

 職員一人あたりの年次有給休暇の取得日数 

（日） 

 セクシュアルハラスメント等対策の整備状況 

・｢職場におけるセクシュアルハラスメント

等の防止に関する指針｣に基づき、相談窓口

を設け、必要時には迅速かつ適切に対応で

きる体制を整備しています。 

・毎年４月と９月を「コンプライアンス推進

月間」として、セクシュアルハラスメント

防止をはじめとしたコンプライアンスの遵

守に関する啓発に取り組んでいます。 

 月の超過勤務の上限を超えて勤務した職員数 

 

 自律部署 

 他律部署 

・・・他律的業務の比重が高い部署 

・・・他律部署以外の部署 

・・・36 協定の締結に基づき時間外勤務を行う部署 

５６９人 

８８人 

２４１人 

※令和６年度 地方公共団体の勤務条件等に関する調査（総務省）より 
※調査対象は令和６年度 

３６協定部署 
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（５） 男女共同参画に関する認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  管理職層に占める女性職員の割合（各年４月１日）  

 
R2.4.1 

 
R7.4.1 

 各役職段階にある職員に占める 
女性職員の割合及びその伸び率 

 
+4.3 

 
+9.8 

 
+5.3 

 
+4.0  

+8.7 

■ 女性職員に対する幅広い職務経験の付与や能力伸長に向けた取組を進め、職

員の意欲を高めるとともに、本県の将来を担う人材の育成を図り、将来の管理

職登用につなげていくことが必要です。 

 

■ 女性職員が出産や子育てなどの時間的な制約がある中でも意欲を持ち、働く

ことができる職場環境づくりを進めることが必要です。 

 
 令和６年度 職場満足度調査 
男女共同参画の浸透度合い 

ややあてはまる 

33.4% 
どちらでもない 

35.9% 

あてはまらない 

5.3% 

Q「福島県庁では、男女共同参画が浸透して
いると感じる。」に対する回答集計 

ややあてはまらない 

 14.7% 

あてはまる 

 10.7% 

・本計画による取組を推進していくためには、

男女共同参画に関する職員一人一人の認知

と理解が必要不可欠です。 

・令和６年度に実施した「職場満足度調査」に

おいて、男女共同参画の浸透度合いを聴取し

ていますが、浸透していると感じている職員

（「あてはまる」、「ややあてはまる」と回答

した職員）は全体の半数に満たない結果とな

りました。 

■ 男女共同参画の意義を組織全体で共有することで、本計画の実効性を担保し

ていくことが重要です。 
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  「Ⅱ 現状把握と課題分析」における職員の現状と課題を見てみると、本県における

従前からの男女共同参画及び女性活躍推進上の以下の課題は、濃淡はありつつも今も継

続しているということが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それぞれの課題に対しては、既に様々な取組を進めているところであり、これまでの

取組を継続的に実施しつつ、随時必要な対策を講じていくことが重要です。 

以下の５つを本計画の方向性として、一体的な取組の実施・進行管理をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Ⅲ 課題の整理 

Ⅳ 課題解決に向けた取組の方向性 

採   用 

働 き 方 

継続就労・両立 

人材育成・登用 

女性職員の 
採用が少ない 

長時間労働 
休暇が取得しづらい 

家庭生活において 
男性の関与が少ない 

女性管理職が少ない 

男女共同参画及び女性活躍推進上の課題 

現在の 

（女性職員数は着実に増加） 

引き続き採用数の伸長が必要 

従前からの課題 現在の課題 

（育児休業等の制度利用は大きく拡大） 

「当たり前」の維持・継続が必要 

（長時間労働は減少傾向/有給取得も増加） 

多様な働き方への対応 

（女性管理職員数は着実に増加） 

管理職登用のための人材育成 

多様性を尊重する 

組織文化の醸成 

復興・創生を担う 

人材の育成と活躍推進 

職場環境の整備と 

働き方改革の推進 

地域と連携した子育て 

支援・共生社会の推進 

 １  ２  ３  ４ 

 ５ 推進体制の整備 
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 第２ 現状と課題 

１ 多様性を尊重する組織文化の醸成 

 事業主である県としての男女共同参画の取組の推進のためには、職員一人一人がそ

の目的や意義を十分に理解することが必要です。 

職場満足度調査において、男女共同参画が浸透していると感じている職員は全体の

半数に満たないことから、引き続き、研修機会の付与等により職員の認識を深める取

組を実施し、全ての職員がそれぞれの多様性を尊重し合える組織文化の醸成を図って

いきます。 

 

２ 復興・創生を担う人材の育成と活躍推進 

 女性職員の割合が少ないことに起因して、全国的に見ても女性管理職割合が低くな

っている状況があることから、引き続き、女性志望者を拡大するための広報活動など

により受験者の確保に取り組みます。 

また、多様な職務経験や研修機会の付与などにより、全ての職員の意欲・能力の向

上を図り、それぞれが活躍できる機会の確保に取り組みます。 

 

 ３  職場環境の整備と働き方改革の推進 

   育児をはじめとした家庭生活と仕事を両立するための制度利用は大きく拡大してお

り、こうした「当たり前」を維持・継続していくため、全ての職員が安心して働き続

けることができる職場環境の整備を進めていきます。 

また、職員一人一人がそれぞれの事情に応じた働き方によりワーク・ライフ・バラ

ンスを実現できるよう、業務の効率化や柔軟な働き方に関する制度の導入など、引き

続き、働き方改革に取り組みます。 

 

 ４  地域と連携した子育て支援・共生社会の推進 

    地域全体で子育てを支える社会の実現に向け、職員が地域の文化活動やスポーツ等

を通じた交流に主体的に参画できる環境づくりを進めるとともに、県庁舎等において

は、子ども連れの方をはじめとし、誰もが安心して利用できるよう、ユニバーサルデ

ザインの考え方を踏まえた「子育てバリアフリー」の取組を推進し、共生社会の実現

に取り組みます。 

 

 ５  推進体制の整備 

   本計画の実効性を担保するため、全庁的な推進体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 目指す姿 

これらの取組を通じて、職員一人一人が多様性を尊重する組織文化のもと

で能力を高めながら活躍し、仕事と家庭生活を両立できる働き方を実現す

るとともに、本県の復興・創生に向けて自分らしく生き生きと働くことが

できる、魅力ある職場環境の実現を目指します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 具体的取組 
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 第３ 具体的取組 

 

 

 

 

 １ 男女共同参画に関する研修の実施  

① ふくしま自治研修センターにおける研修の実施（職員研修課、人事課） 

○ 様々な職層の職員の意識改革や職場の風土改革を進めていくため、ふくしま自

治研修センターで実施する基本研修の地方公務員制度等の科目中に、男女共同参

画に関する講義を組み入れるなどして、認識を深めます。 

  （H16 年度から継続実施） 

② 「男女共同参画ガイドライン」等を活用した各所属における研修の実施 

（各部局等） 

○ 平成 27 年度に作成した「男女共同参画ガイドライン」（以下「ガイドライン」と

いう。）及び「男女共同参画チェックシート」（以下、「チェックシート」という。）

等を活用しながら、各所属等において、職員一人一人の意識改革・行動改革に結び

付けていくための研修を実施します。 

○ ガイドライン及びチェックシートについては、本計画の内容や現状を踏まえた

見直しを実施します。 

（H27 年度から実施、R3 以降見直し） 

 

２ 管理職層の意識改革への取組 

① 知事による「イクボス宣言」を踏まえた意識改革（人事課、各部局等） 

○ 平成 27 年 8 月に知事が行った「イクボス宣言」が県の組織のトップによる明確

なメッセージであることを踏まえ、各管理職員はそれぞれの職場におけるトップ

として、より一層の意識改革の加速化を図り、具体的に行動します。 

（H27 年度から継続実施） 

【参考】知事によるイクボス宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イクボス宣言」 

 

・ 私は、職員が安心して出産や子育て、介護ができるよう、育児休業や介護休暇などを

取得しやすい環境の整備に努めます。 

・ 私は、超過勤務の縮減などを図り、職員の仕事と家庭の両立（ワーク・ライフ・バラ

ンス）を応援しながら、自らも、率先して仕事と生活の充実に取り組んでいきます。 

・ 私は、県内にイクボスを増やすため、企業・団体等への働きかけを積極的に行い、希

望と笑顔に満ちた「新生ふくしま」の実現に向けて全力で取り組みます。 

平成 27 年 8 月 31 日 

Ⅰ 多様性を尊重する組織文化の醸成 
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② 「イクボス」による「イクボス面談」の実施（各部局等） 

○ 知事による「イクボス宣言」を踏まえ、各管理職員も「イクボス」として育児や

介護などの家庭生活に関わる必要のある職員に対し、担当業務の遂行に関する不

安や、職場への遠慮といった要因の解消に向けて積極的に対応することで、職員

が育児や介護に関する休暇や休業を取得しやすい職場づくりを進めるため、面談

を実施します。               

  （H27 年度から継続実施） 

③ 管理職員向け研修の実施（職員研修課） 

○ 男女共同参画の意識の醸成には、職員一人一人の意識改革はもとより、とりわ

け管理職員の意識改革が重要であることから、ワーク・ライフ・バランスや男女共

同参画、特に女性の活躍推進などの理解が深まるよう、管理職員向けに内容を充

実させた研修を継続して実施します。 

○ 多様な属性、価値観を持つ職員一人一人が活躍できる職場づくりに向けて、管

理職員が職員の多様性を踏まえた上で、その能力と意欲を最大限に引き出し、組

織としての成果を達成するためのマネジメント能力を強化する研修を継続して実

施します。               

   （H16 年度から継続実施） 

④ 人事評価（能力評価）を通した管理職員の意識づけ（職員研修課） 

○ 平成 28 年度に導入された人事評価制度（能力評価）において、職員が相互に

協調・連携できる環境づくりや心身の健康への配慮を着眼点とした評価（「管

理・統率力」）を行うことにより、管理職員層の男女共同参画を含む職場環境の

整備への認識を深めています。    

（H28 年度から継続実施） 

 

３ 職員一人一人の意識改革への取組 

① 男女共同参画推進に係る資料や取組実績の周知、普及啓発（人事課、各部局等） 

○ 本計画を含めた関係資料や進捗状況報告などをグループウェアなどへ掲載し、

庁内における普及啓発に取り組みます。 

○  また、全ての職員が本計画の内容を理解するよう、各所属の推進員を中心に、各

所属における研修等を通じて周知を図ります。 

○ 各所属で実施した男女共同参画の推進等に向けた各種取組について、他の所属

の取組の参考となるようグループウェア等で周知します。 

（H16 年度から継続実施） 
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② 計画書等を活用した男性職員の子育てへの理解促進（人事課、各部局等） 

○ 男性職員が家庭で子育てをすることは、本人だけでなく、その配偶者の仕事と

生活の調和にも資するものであることから、男性職員の育児休業等の取得等を奨

励し、職場全体で支えていきます。 

○ そのための取組として、子どもが生まれる予定の男性職員は家族で相談の上、

子育てに関する休暇等取得の計画書｢仕事・子育て両立プラン（以下、「計画書」と

いう。）｣を作成することとし、自身の子育てに対する認識や仕事との調和を考え

るきっかけとします。 

○ また、所属の管理職員は計画書をもとに男性職員と面談（イクボス面談）を実施

し、子育てに関する休暇やまとまった期間での休業の取得を促すとともに、「業務

分担計画書」を活用して業務分担等の見直しを行うことで、男性職員が休暇・休業

等を取得しやすい環境づくりに職場全体で取り組みます。 

○ 子育ての経験は人間的に成長できる貴重な機会であることを職場の全員が理解

し、「お互い様の精神」で、男性職員も子育てをすることが「当たり前」であると

の意識の醸成を図ります。 

○ なお、計画書等については、職員の利用状況や各所属からの意見等を踏まえ、随

時必要に応じた見直しを行っていきます。 

                （R2 年度から取組開始、R3 年度以降取組強化） 

 

４ 男女共同参画に関するアンケート調査の実施 

① 職場満足度調査の実施（人事課） 

○ 職員の男女共同参画に関する意識調査を実施し、その結果をより効果的な意識

改革の取組や実効性を高めた本計画の改定に向けて活用します。    

（R5 年度から実施） 
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１ バランスのとれた職員構成 

① 女性の受験意欲の向上に向けた取組 （人事委員会・人事課） 

○ 職員採用候補者試験における女性の受験率向上に向けては、ホームページやパ

ンフレット、説明会などを通じ、女性が就職活動において意識するワーク・ライ

フ・バランスに係る制度やその活用実績、キャリアパスを紹介するなど、女性も安

心して長く働くことのできる職場であることをＰＲしてきました。 

○ 今後も、本計画における人材育成や職場環境の整備、働き方改革などの取組を

着実に推進し、その成果を女性に向けて発信します。 

○ より多くの方に本県の職員を志望してもらえるよう、本県の仕事の魅力ややり

がいを発信していくとともに、職務経験者採用試験など幅広い層への受験機会の

付与に取り組み、職員の確保に努めます。 

    （H16 年度から継続実施） 

② 男女とも働きやすい職場であることの継続的な情報発信（人事委員会・人事課） 

○ 本県においては、仕事と家庭の両立に向けた各種休暇・休業制度や、共済組合等

の各種給付金制度など、職員が仕事と家庭生活等を両立するにあたっての制度等

が充実した状況にあります。 

○ 採用パンフレット等において、そうした仕事と家庭の両立支援制度を活用した

職員の生の声を掲載しながら引き続き情報を発信していくとともに、「働き方改

革」等のよりよい職場環境整備に向けた取組を積極的に伝えていきます。 

○ 「福島県インターンシップ実施要綱」に基づく実習生の受け入れにあたっては、

実習を通して県行政に対する理解を深めるとともに、県で働く魅力を発信します。 

○ また、女性活躍推進法の規定に基づく行動計画の取組の実施状況の公表の際に

も、県の制度や取組内容、実績等について積極的に情報発信します。 

                      （H16 年度から継続実施） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 復興・創生を担う人材の育成と活躍推進 
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 ２ 多様な職務経験の付与 

① 新採用職員へのサポート、職務経験の確保（人事課、職員研修課、各部局等） 

○ 本県では新規採用から 10 年間程度において、職員が様々な職務を経験できる

ようジョブローテーションの考え方により配置換を実施していますが、所属にお

ける業務分担においてもこれを徹底し、庶務、許認可、企画、交渉等、様々な職

務をバランスよく経験させ、その後のキャリア形成に役立てます。 

○ 民間での職務経験など、職員の様々な経歴等を考慮した適材適所の配置につい

ても配慮し、キャリア形成に役立てます。 

○ なお、復興関連業務をはじめとした様々な行政課題への対応業務など、複雑・

困難な職務が多くなっていることを踏まえ、若手職員のメンタルヘルスケアにつ

いては職場内で十分配慮しながら、職員を育成します。 

○ 特に、新採用職員に対しては「新採用職員サポート制度」を導入し、職務や職

員生活の相談相手としてサポート職員を設置しています。 

○ 様々な行政課題への対応による業務内容等が増加・複雑化する中にあっても新

採用職員が職場に速やかに適応しながら、業務遂行能力を早期に発揮し、不安感

を軽減・解消できるよう、引き続き、きめ細かな指導・相談を行います。 

（H16 年度から継続実施） 

② 男女に偏りのない職域の拡大（人事課・各部局等） 

○ 男女を問わず、「人材育成」の観点から、職員の能力伸長や意欲向上を図るた

め、職員の能力や特性に応じた業務を担当させます。また、多様な業務を担当さ

せることにより今後の復興・創生を担う人材育成に取り組みます。 

技術職員についても同様の視点で取り組みます。 

○ また、職員の能力伸長や職務に対する意欲を高めるため、所属異動の際には、

男女の偏りのないよう、また、それまでの職務経験にとらわれることなく、当該

職員の能力、資質、意欲等を十分踏まえた業務分担とします。 

○ 職員に異動がない場合であっても、一定期間経過後は所属内において業務分担

の変更を行うなど、職員が多様な業務を経験できるよう所属の実態に応じて配慮

します。 

（H16 年度から継続実施） 
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３ 多様な研修機会の確保 

① 若手職員における定期的なキャリアデザイン研修の実施（職員研修課） 

○ 男女ともに、若手職員時代から、中・長期的なキャリアイメージを持って日々の

職務にあたりつつ、自己研鑚に励むことが重要です。 

○ ふくしま自治研修センターにおいて実施する基本研修の課程において、キャリ

アデザインに関する研修を実施し、自らキャリアを切り開く意識付けを行います。 

（H28 年度から継続実施） 

② ライフイベントとキャリア形成の両立支援のための研修の実施（職員研修課） 

○ 女性職員においては、妊娠・出産といった女性特有のライフイベントと将来的

なキャリアアップに向けたキャリア形成の時期が重なることが想定されるため、

これらを両立していくイメージや意欲を持てるようなキャリアプラン研修を実施

します。            

           （H28 年度から継続実施） 

③ 女性職員を中心としたセミナー等の開催（職員研修課、人事課、各部局等） 

○ 女性職員のキャリア形成や将来像に資するような研修として、身近なロールモ

デルがいることは大きな支えとなることから、庁内におけるロールモデルとなる

先輩職員（模範となる先輩職員）などとの交流会を開催します。 

○ また、各部局において、職場の先輩である女性職員等からの講演や女性を中心

とした意見交換会等を実施し、職員間の交流の促進と研修機会の拡充を図ります。 

○ こうした取組は、実際にセミナーや研修会に参加した職員以外にもその内容や

結果を周知し、職員全体として情報を共有していくことが極めて重要であること

から、グループウェア等で実績について公開します。 

（H16 年度から継続実施） 

④ 研修受講機会・自己研鑚機会の確保（職員研修課、人事課、各部局等） 

○ ふくしま自治研修センターにおいて実施する基本研修や選択研修において、育

児、介護等の事情がある職員については宿泊を免除し参加しやすくするとともに、

育児休業・介護休暇中の職員等を対象とする e-ラーニング研修を行います。 

○ 女性職員の育成と登用を推進するため、専門研修機関への派遣研修等を引き続

き実施します。 

（H16 年度から継続実施） 
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４ 公平・公正な評価制度の確保 

① 人事評価制度の公平、公正な運用（職員研修課、人事課、各部局等） 

○ 平成 28 年度に導入された人事評価制度に基づき、各評価者が客観的な判断基

準により公平かつ公正な評価を行い、男女を問わず職員の能力伸長を図り、人材

育成への活用に取り組みます。 

（H28 年度から評価制度導入） 

 

５ 女性職員の登用推進等 

① 女性職員の管理職層への登用率の向上等（人事課） 

○ 知事部局における職員に占める女性の割合は R7.4.1 現在で 30.2％（医療職等を

除く。）となり、年々増加していますが、状況把握・課題分析に記載のとおり、

管理職層の女性割合はまだまだ少ない状況にあります。 

○ 男女の意見をバランスよく県政へ反映させる観点から、特に東日本大震災から

の復興・創生をはじめとした各種施策への対応に当たり、その意思決定過程にお

いて重要な役割を担う管理職層（特別調整額受給者）への積極的な女性の登用を

引き続き推進します。 

○ また、女性職員の職域拡大や研修機会の付与に努めるなど、ポジティブ・アク

ションを進めていきます。 

○ 女性登用を進め、男女共同参画の視点を反映させながら様々な施策を推進しま

す。 

（H16 年度から継続実施） 
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１ 安心して育児や介護ができる環境整備 

① 出産や育児、介護に係る配慮及び制度の周知徹底（人事課、各部局等） 

○ 出産や育児、介護を行う職員については、本人の置かれている状況や職務に対

する希望等を踏まえて、仕事と家庭の調和が図られるよう業務分担の見直しや、

時差出勤等の柔軟な働き方、超過勤務の縮減への配慮などを行います。 

○ 育児や介護に関して急な対応が必要となった場合の職員のフォローアップな

ど、所属のイクボスが中心となって、状況に応じた配慮を行い、職員が働きやすい

環境づくりに積極的に取り組みます。 

○ 妊娠中、育児中、あるいは介護を行っている職員に対して、休暇制度や経済的な

支援措置等の各種制度について周知を図り、利用しやすい環境整備に取り組みま

す。 

○ 各種制度を紹介するパンフレットを人事課において作成し、グループウェアに

掲載し、常に閲覧できる状態にしておくとともに、必要に応じて全庁的な周知を

図ります。 

（H16 年度から継続実施） 

② ハラスメントのない職場づくりの実践 （各部局等） 

○ 「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメン

ト」（妊娠・出産者への嫌がらせ）、「パタニティハラスメント」（男性の育児参画を

阻害するような嫌がらせ）などを防止するため、「ガイドライン」等を活用して、

所属全体の意識改革を徹底し、必要な人が気兼ねなく育児や介護に関する休暇や

休業を取得しやすい職場づくりを実践します。 

○ 令和 2 年 6 月には職員版「パワーハラスメント防止指針・防止マニュアル」を

策定し、パワーハラスメントを防止・解決するために人事管理上講ずべき措置等

を規定したところであり、このマニュアルや各種ハラスメントに関するパンフレ

ット等を、全職員に周知することでハラスメントのない職場の実現に努めます。 

○ 各所属の管理職員は「イクボス」として、推進員と協力しながら各種ハラスメン

トを防止します。 

（H28 年度から継続実施、R2 年度から取組強化） 

 

 

 

Ⅲ 職場環境の整備と働き方改革の推進 
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③ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等（人事課、各部局等） 

○ 育児休業、育児短時間勤務又は育児のための部分休業について、その円滑な取

得の促進等を図るため、育児休業等の制度の周知や情報提供を行います。 

○ 育児休業等による収入減収への不安を解消するため、収入への影響をシミュレ

ーションできるツールを作成するとともに、共済組合や共助会の給付金制度につ

いても周知します。 

○ 育休任期付職員（産前産後休暇中の代替職員も含む）については、少数職種も含

め代替職員の確保に努めます。また、短期間の育児休業取得者の代替職員（育休サ

ポート職員）の配置についても取り組みます。 

○ 近年、介護を行う職員が増加していることを踏まえ、介護休暇等の取得による

業務配分の見直しなど、仕事と生活の調和を実現できるような環境整備を行いま

す。 

（H16 年度から継続実施、R3 年度以降取組強化） 

④ 計画書等を活用した男性職員の子育てしやすい職場環境づくりの推進 

（人事課、各部局等） 

○ 子育ての始まりの時期における親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対

する喜びと出産後の配偶者を支援するため、男性職員の育児休業や配偶者出産休

暇、子育て休暇の取得を促進できる環境づくりを実践します。 

○ これまでも子どもが生まれる予定の男性職員に対し、各所属の管理職員が育児

に関する各種制度の説明を十分行うようにしてきましたが、令和 2 年度からは、

子どもが生まれる予定の男性職員に育児に関する計画書を作成してもらい、管理

職員が計画書をもとに男性職員と面談（イクボス面談）を実施し、子育てに関する

休暇やまとまった期間での休業の取得を促すとともに、業務分担等の見直しを行

う取組を進めており、こうした取組により男性職員が子育てに関する休暇・休業

等を取得しやすい職場づくりを実践します。 

○ 国においては男性職員へ１か月以上の育児休業等の取得を促しており、また、

令和４年 10 月以降は、産後８週間以内に取得可能な「産後パパ育休」制度の活用

も推進していることから、引き続き、男性職員が利用しやすい育児休業等の制度

や長期間の育児休業の取得に向けた取組を検討します。 

（H16 年度から継続実施、R2 年度から取組強化） 
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⑤ 「イクボス」、「共育て*」事例の共有（人事課、職員研修課） 

○ 「イクボス」として所属職員の育児や介護を積極的に支援している管理職員や、

積極的に家庭生活等での役割を担い、「共育て」に取り組む職員の体験事例をグル

ープウェア等で紹介します。 

○ 管理職員については「イクボス」としての意識や行動の深化を、一般職員につい

ては家庭生活への関わりについて理解を深めます。 

（R3 年度から実施） 

⑥ 育児休業・介護休暇中の職場復帰プログラムの実施 

（各部局等、人事課、職員研修課） 

○ 育児休業・介護休暇中、当該職員の担当業務や現在の職場の様子等について、定

期的に情報提供する体制を整えます。 

○ 復帰１か月前には、復帰後に担当する業務内容等について十分な情報提供を行

うなど、復帰を容易にする取組を行います。 

○ 育児休業・介護休暇中職員が、希望により自宅で研修を受講できるよう、e-ラー

ニングを利用した研修などについて取り組みます。 

（H16 年度から継続実施） 

⑦ 育児休業等から復帰する職員との相談の場の設置（各部局等） 

○ 育児休業等で長期間職務を離れていた職員が職場復帰するにあたって、生活環

境の急激な変化等に不安感を覚えることも想定されることから、所属における推

進員を中心に、育児休業等から復帰した経験を有する職員などと連携しながら、

職場復帰に向けた相談の場等を設けることにより、不安感の軽減を図ります。 

（H28 年度から継続実施） 

⑧ 庁内保育所及び職員駐車場の利用（福利厚生室、施設管理課） 

○ 庁内保育所については、引き続き職員のニーズを十分に把握しながら運営を行

います。 

○ 託児施設や介護施設への送迎などを行う職員が職員駐車場を利用できるよう引

き続き制度の運用を図ります。 

（H16 年度から継続実施） 

 

 

 

 

 

 

* 「共育て」… 夫婦や家族、地域が性別や役割の固定観念にとらわれず、互いに協力し合って家事・育児を担

う仕組みや考え方のこと。 
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２ 仕事と生活の調和のための取組 

① 「働き方改革基本方針」に基づいた働き方改革（職員の意識改革・業務の改善・

柔軟な働き方）の実践（人事課、行政経営課） 

○ 本県では、東日本大震災と原発事故からの復興・創生という前例のない取組を

進めているところであり、職員が限りある時間の中で最大限の力を発揮し、様々

な課題に対応していくことが求められています。 

○ こうした状況において、職員それぞれの事情に応じた働き方を実現し、行政サ

ービスの向上と職員の多様なライフスタイルを実現することを目指して、本県で

は令和元年 10 月に福島県職員版｢働き方改革基本方針｣を策定しました。  

○ 基本方針に掲げる｢①職員の意識改革｣｢②業務の改善｣｢③柔軟な働き方｣の３つ

の視点に基づき、職員の働き方改革を強力に進めていきます。 

【具体的な取組事例】 

①働き方改革 TIME の発行等により、職員の働き方に対する意識を改革します。 

②業務効率化の推進（会議や打合せ時間の短縮、事務の廃止や縮小等を含めた

見直し、管理職員による業務管理の徹底等）を図ります。  

  ③在宅勤務や時差出勤など、職員個々の事情に応じた勤務体系の整備を図りま

す。    

（R 元年度から実施） 

② 超過勤務縮減への取組（行政経営課、人事課、福利厚生室） 

○ 県では、超過勤務（時間外勤務）の適正化及び縮減に向け、1 年につき 360 時

間を目安として、これを超える超過勤務をさせないよう努めてきました（災害時

対応等を除く）。なお、平成 31 年 4 月の働き方改革関連法の施行に伴い、超過勤

務時間の上限（月 45 時間、年 360 時間等）を設け、原則としてこれを超える超

過勤務はさせないこととしています。 

○ 令和４年度からは、「超過勤務縮減アクションプログラム」を毎年度策定し、

管理職の意識の向上や超過勤務の要因整理・分析、DX の推進等により超過勤務

の縮減に取り組んでいます。 

○ 超過勤務の要因整理・分析に努めるとともに、デジタル技術を活用したＤＸの

推進により業務効率化を図るなど、引き続き、超過勤務縮減の取組を進め、職員

の心身のリフレッシュ及び公務能率の向上、ワーク・ライフ・バランスの推進に

取り組みます。 

（H16 年度から継続実施、R４年度から取組強化） 
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③ 年次有給休暇等取得促進への取組（各部局等） 

○ 年次有給休暇等の年間の計画表を作成し、職員間で共有(見える化)することで、

職員の希望に沿った休暇や、子育て、家庭生活、地域活動などのための連続した休

暇を取得しやすい環境の整備を進めます。 

○ 平成 30 年 12 月の通知に基づき、毎年 9 月末時点で当該年における年次有給休

暇の取得日数を職員に伝え、計画的に休暇の取得を促す取組を進めており、引き

続き、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組みます。 

（H16 年度から継続実施、H30 年度から取組強化） 

④ 家庭における普及啓発への取組（人事課、福利厚生室） 

○ 仕事と生活の両立を進めるためには、家族の協力も不可欠であることから、家

庭向けリーフレットの作成、配布により、家庭における普及啓発に取り組みます。 

（H16 年度から継続実施） 

 

 

３ 働きやすい職場環境整備 

① 職員に配慮した庁舎施設の改善（施設管理課） 

○ 職場環境を改善するため、みんなのトイレ等の整備を進めます。 

（H16 年度より継続実施） 
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１ 「子育てバリアフリー」の推進 

① ユニバーサルデザインを踏まえた県庁舎等の整備（施設管理課、各部局等） 

○ 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、ユニバーサルデザインを踏ま

えたみんなのトイレやサインの表示など、県庁舎等の環境整備に取り組みます。 

（H21 年度から継続実施） 

 

 

２ 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

① 地域における各種団体等の活動への職員の参加促進（各部局等） 

○ 地域において、子どもの健全育成、子育て家庭の支援、介護支援などを行う

NPO や地域団体等の活動への職員の積極的な参加を促進します。 

○ 個々の職員においては、県職員としての経験を地域に還元していくという視

点と同時に、地域での活動が県職員としての業務にも生かされる、という視点

をもって、地域の活動に参加していくことが重要です。 

（H26 年度から継続実施） 

 

 

３ 子どもと触れ合う機会の充実等 

① 子どもたちの豊かな人間性等を育む機会の提供（各部局等） 

○ 子どもたちに県庁を見学する機会を与えるなど、子どもたちの職業や社会に

対する理解を深めるとともに、職員が子どもたちに接し、子どもたちの豊かな

人間性、社会性を育む機会を提供します。 

（H21 年度から継続実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 地域と連携した子育て支援・共生社会の推進 
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１ 各部局等での推進体制の整備と取組の実効性の確保 

① 各部局における推進体制の構築 （各部局等） 

○ 各部局等の政策監（次長）等を「○○部男女共同参画推進責任者」とし、各部

局等における本計画の実行責任者とします。 

○ 各所属に「推進員」を設置します。推進員は各所属 3 名を基本とし、うち 1 名

は本庁各総室の総括主幹、出先機関の総務担当次長等とします（3 名全てが同性

とならないよう配慮。）。 

○ 推進員は、各所属における男女共同参画の推進役として、ガイドラインに基づ

く取組、チェックシートの活用、所属職員の意識改革のための職場研修、子育て

中の職員への各種制度周知のための個別面談等を実施します。 

○ 政策監等は、これら各所属の推進員を総括し、各部局等における男女共同参画

推進体制（○○部男女共同参画推進連絡会議）を整備します。 

○ 推進員は、各所属の男女共同参画の現状について政策監等へ定期的に報告する

とともに、課題・問題点等を所属職員へ提起し、その解決を図りながら、更に男

女共同参画を推進します。 

○ 各政策監等は各所属の状況を把握するとともに、推進員に対し適時指導を行

い、その結果を部局長へ報告します。各部局長は推進会議においてそれぞれの取

組状況を報告しながら本計画の進行管理を行います。 

（H16 年度から継続実施） 

② 各部局での取組の推進と全庁的な展開（各部局、職員研修課、人事課） 

○ 各所属における定例の職場研修の場等において、男女共同参画や女性活躍推進

等に関係する内容を上乗せすることで、所属単位での取組の強化を進めていきま

す。 

○ その上で、定期的に各部の政策監等へ報告された情報を人事課において集約

し、具体的な取組実績を紹介することで、ノウハウ等を全庁的に広げていきま

す。 

  （H28 年度から継続実施） 

 

 

 

Ⅴ 推進体制の整備 
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③ 男女共同参画や女性活躍推進、人材育成、業務効率化等に関する情報の蓄積・共

有（職員研修課、人事課、行政経営課、共生社会・女性活躍推進課、雇用労政課） 

○ ②の職場研修に活用できるよう、関係各課連携の下、男女共同参画等に関する

国の情報、他地方公共団体や民間企業等の取組の内容等を蓄積し、グループウェ

ア等に掲載します。 

○ 各所属は、こうした情報を資料として活用しながら、職場研修等を進めます。 

（H28 年度から継続実施） 

 

 

 ２ 相談支援体制の整備 

① 「男女共同参画相談員」の設置（人事課、各部局等） 

○ 自らのキャリア形成に対する助言や職務における悩み等について、女性職員が

気軽に相談・支援できる体制を整備するため、管理職員等による相談員を設置し

ます。 

○ 各所属における研修等を通して、相談員と所属の異なる職員とであっても顔の

見える関係性を構築し、かつ、相談員の連絡先やメールアドレスを周知するな

ど、様々な方法を活用し、気軽に相談できる環境を整備します。 

（H16 年度から継続実施） 
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項 目 現状値 目標値 備 考 

採用試験の受験者に

占める女性の割合 

（選考試験等を含む） 

35.0％ 

 

［令和６年度］ 

50％ 

 

［令和 12 年度］ 

複数段階の試験が

ある場合には一次

試験分とする。 

管理職層（特別調整額

受給者）に占める女性

の割合 

15.0％ 

 

［R7.4.1］ 

15％以上 

 

［令和 12 年度］ 

教育委員会、警察

本部職員除く 

男女別の育児休業 

取得率 

男性：105.0％ 

   （１週間以上） 

女性：100.0% 

 

 

［令和６年度］ 

男性：100％ 

   （１週間以上） 

女性：100％ 

   （６ヶ月以上） 

 

［令和 12 年度］ 

同上 

男性職員の配偶者 

出産休暇または 

育児参加のための 

休暇取得率 

100.0％ 

 

［令和６年度］ 

100％ 

 

［令和 12 年度］ 

同上 

職員 1 人当たりの 

年次有給休暇の 

取得日数 

13.0 日 

 

［令和６年］ 

12 日 

 

［令和 12 年］ 

同上 

職員１人当たりの 

超過勤務時間 

（月平均／年間） 

月平均：15.4 時間 

（年間：184.8 時間） 

 

［令和６年度］ 

月平均：14 時間 

（年間：168 時間） 

 

［令和 12 年度］ 

同上 

Ⅵ 指標 
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男女共同参画に関する推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇  

 

 

 

 

◇ 役割：部局における推進員の総括者 

・男女共同参画推進員を構成員とする 

連絡会議を組織し、部内における取 

組を推進 

 
 

◇ 幹事会の下部組織として以下の２チームを 

設置し、全庁的な働き方改革を推進 

 
 

◇ 構成：各部局主幹 

 

◇ 構成：議長＝第一順位副知事、構成員＝第二順位副知事、教育長、県警本部長、各部局長 

◇ 役割：「福島県職員男女共同参画推進行動計画」の推進及び進行管理 

 

◇ 役割：所属における推進役 

・ガイドラインに基づく取組 

・職場研修の実施 

 

◇ 管理職員等に 

よる相談員を設置 

 

◇ 役割 

・女性職員のキャリア

形成に関する助言 

・仕事における悩み等

に関する相談 

職       員 

福島県職員男女共同参画推進会議 

福島県職員男女共同 

参画推進会議幹事会 

各部局における推進体制 

部局長 

所属長 

政策監等 

男女共同参画推進員 相談員 

福島県庁働き方改革プロジェクト 

ワークスタイル変革チーム 

業務変革チーム 

連 

絡 

会 

議 

各所属３名（※） 

※すべて同性とはしない 
※うち１名は管理職員 
［本庁：各総室の総括主幹、出先機関：総務担当次長］  


